
 

 報道機関各位  
  

 

町では長野県南信工科短期大学校へ修学している学生へ、修学助成制度を行っています。 

ぜひご活用ください。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 有  無 

 

○長野県南信工科短期大学校修学助成金制度 

 

  要  件：箕輪町に住所があり、長野県南信工科短期大学校に在学している者 

   

助成金額：月額１０，０００円を３ヵ月ごと助成(在学期間中) 

   

申 請 先：箕輪町役場 産業振興課 商工観光推進室 
 

  

※詳細については、別紙をご覧ください。 

 

※また、平成２９年度入学における一般入試情報についても、別紙をご覧ください。 
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長野県南信工科短期大学校修学助成金のご案内 

箕輪町 



努 力 義 務 

支 給 停 止 

箕輪町修学支援事業 

長野県南信工科短期大学校修学助成金 

 

箕輪町のものづくり産業の技術者を志し、長野県南信工科短期大学校に修学する者に助成金を

支給し、ものづくり産業の担い手となる有能な人材を育成することを目的として交付するもの

です。 

 

    対  象  者 

 

箕輪町に住所を有する者で、長野県南信工科短期大学校に在学している者 

 

助 成 金 額   

 

助成金額 

助成金の額は、月額10,000円とする。 

助成金の請求 

６月、９月、12月及び３月の月末までに、それぞれ３月分の助成金を請求するものとする。 

助成金の請求は、在学証明書を添付して提出するものとする。 

 

 

 

助成金の支給を受けた者は、長野県南信工科短期大学校卒業後、箕輪町内に在住し、箕輪町

内企業に勤務するなど、ものづくり産業の振興に努めなければならない。 

工  

   

 

在学中であるが、休学又は停学のため修学していないとき。 

退学したとき。 

 町内での住所又は氏名の変更があったとき。 

町外に転居したとき 

 

 

 

      お問合せ  箕輪町役場 商工観光推進室 

            0265-79-3111（171）  

 




